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委
員
会
で
も
積
極
的
に
提
言

用
語
の
解
説

※
１　

交
番
相
談
員

　

空
き
交
番
対
策
と
し
て
、

警
察
Ｏ
Ｂ
等
を
配
置
し
、
事

務
仕
事
や
住
民
か
ら
の
相
談

対
応
等
に
従
事
す
る
制
度
。

※
２　

栄
養
教
諭

　
「
食
育
指
導
」
と
「
給
食

管
理
」
を
一
体
に
行
う
（
例
：

地
場
産
物
を
活
用
し
た
給
食

に
よ
る
食
育
指
導
）。

　

新
た
に
採
用
す
る
の
で
は

な
く
、
給
食
管
理
を
し
て
い

た
栄
養
士
を
「
栄
養
教
諭
」

に
配
置
し
直
す
の
が
一
般
的
。

　

全
国
で
は
、
新
潟
県
、
兵

庫
県
な
ど
が
栄
養
士
全
員
を

配
置
し
て
い
る
。

※
３　

指
定
管
理
者
制
度

　

公
園
な
ど
の
公
共
施
設
の

管
理
を
民
間
企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ

等
に
代
行
さ
せ
る
制
度
。

　
「
官
か
ら
民
へ
」
の
小
泉

改
革
の
柱
と
し
て
05
年
度
か

ら
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、「
ぐ

ん
ま
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
」
を

管
理
す
る
民
間
業
者
が
違
法

行
為
等
に
よ
る
不
祥
事
を
繰

り
返
す
な
ど
、
問
題
が
続
出

し
て
い
る
。

文
教
警
察
常
任
委
員
会

（
教
育
・
治
安
の
問
題
に
つ
い
て
審
議
す
る
委
員
会
）

空
き
駐
在
所
対
策

　

　

駐
在
所
の
警
官
に
つ

い
て
、「
一
生
懸
命

パ
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
だ
き
有
り

難
い
」
と
感
謝
す
る
声
が
あ
る
反

面
、「
い
つ
行
っ
て
も
居
な
い
」

と
の
声
も
聞
く
。

　

現
在
、
交
番
に
限
定
さ
れ
て
い

る
交
番
相
談
員
（
※
１
）
を
駐
在

所
に
も
配
置
可
能
に
す
る
な
ど
の

対
策
を
。

　

　

勤
務
員
の
複
数
化
や

隣
接
交
番
や
パ
ト

カ
ー
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
の
強
化

等
に
よ
り
対
応
し
て
い
き
た
い
。

　

交
番
相
談
員
に
つ
い
て
も
、
指

摘
の
通
り
、
駐
在
所
に
配
置
可
能

な
制
度
に
改
め
る
よ
う
、
国
に
意

見
具
申
し
て
い
き
た
い
。

決
算
・
行
財
政
改
革
特
別
委
員
会

（
決
算
と
行
財
政
改
革
に
つ
い
て
審
議
す
る
委
員
会
）

食
育
の
推
進

　

　

食
育
を
推
進
す
る
た

め
の
中
核
と
し
て
、

栄
養
教
諭
（
※
２
）
の
役
割
が
重

要
と
な
る
が
、
本
県
は
取
り
組
み

に
消
極
的
。
計
画
的
な
配
置
を

行
っ
て
ほ
し
い
。

　

　

今
年
度
は
６
名
配
置

し
た
。
今
後
の
配
置

に
つ
い
て
は
、こ
の
６
名
の
成
果
、

課
題
を
検
証
の
う
え
検
討
し
た

い
。

財
政
健
全
化

　

　

本
県
は
、
順
調
に
財

政
健
全
化
が
進
ん
で

い
る
。

　

こ
の
こ
と
に
対
し
、「
公
共
事

業
等
を
削
っ
て
県
民
に
我
慢
を
強

い
て
い
る
」
と
い
う
批
判
も
あ
る

が
、
私
は
「
将
来
世
代
に
こ
れ
以

上
の
負
担
を
残
さ
な
い
」
と
い
う

命
題
を
最
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
？

　

　

財
政
の
健
全
化
は
、

群
馬
県
を
未
来
に
向

け
て
大
き
く
羽
ば
た
か
せ
る
た
め

に
は
必
要
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
三
位
一
体
の
改
革
に

よ
り
地
方
交
付
税
等
の
歳
入
源
が

削
減
さ
れ
る
中
で
、
歳
出
削
減
を

重
ね
る
こ
と
に
「
こ
れ
で
い
い
の

か
」
と
い
う
思
い
も
あ
る
。

　

地
方
交
付
税
の
復
元
を
全
国
知

事
会
と
し
て
取
り
組
み
、
ま
た
、

産
業
基
盤
を
強
化
し
て
税
収
増
に

努
め
る
こ
と
で
歳
入
確
保
を
図
っ

て
い
き
た
い
。

指
定
管
理
者
制
度
（
※
３
）

　

　

ぐ
ん
ま
フ
ラ
ワ
ー

パ
ー
ク
に
お
い
て
、

経
費
縮
減
の
代
償
と
し
て
、
サ
ー

ビ
ス
の
低
下
や
不
払
い
残
業
な
ど

の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
が
表

面
化
し
た
。
指
定
管
理
者
の
選
定

段
階
で
の
審
査
等
に
問
題
が
あ
っ

た
で
は
な
い
か
。

　

　

今
後
の
選
定
に
当

た
っ
て
は
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し
も
含
め
、
選

定
方
法
等
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

後
藤

県
警
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委

後
藤

総
務
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後
藤

知
事

後
藤


